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第１章 各主体の役割 

計画の基本理念を実現するためには、市⺠、地域社会、地域活動団体、医療・介護関係者、
⾏政がそれぞれの役割を果たしながら⼒を合わせ、⼀体となって取り組むことが必要です。 

 

１ 市民 
 

市⺠⼀⼈ひとりが趣味や学習、社会参加などの活動を通じて⾃⼰実現を図り、⽇常⽣活の
中で⾃ら健康づくり・介護予防に取り組みながら、いきいきと最期まで⾃分らしい⼈⽣を送
るために⾏動することが望まれます。また、⼈と⼈とのつながり、社会とのつながりを広げ、
地域の活動に積極的に参加することなどによって、それぞれの経験や技能などを社会に還
元し、⾃⾝の⽣きがいや活⼒の源となる活動を⾏うことも重要です。 

また、病気や障害等により介護を必要とする状態になっても、適切なサービスなどを利⽤
しながら、⾃分らしい暮らしを営み続けることが望まれます。 

 

２ 地域社会 
 

地域社会は、⽇常⽣活を送る基盤であり、隣近所や⾃治会・町内会、地域の商店など、そ
れぞれの営みの中で個⼈や世帯、団体のつながりや関わりを持ちながら共に暮らしていま
す。 

今後、⼀⼈暮らしの⾼齢者や⾼齢者のみの世帯が増加し、⾼齢者の孤⽴が憂慮される中、
市⺠⼀⼈ひとりが、地域の⼈々や福祉活動に関⼼を持ち、それぞれができる活動に参加する
ことにより、⽀援が必要な⼈に対して⾃然に⼿を差し延べることができるような地域コミ
ュニティを形成することが期待されています。 

 

３ 地域活動団体 
 

社会福祉協議会は、地域福祉推進の中⼼的な役割を果たす団体として、地域における福祉
関係者や関係機関などと連携し、地域の連帯と⽀援の輪を広げるとともに、市⺠や地域団体
が主体となって活動する場や環境づくりに向けてこれまで以上に取り組むことが求められ
ています。 

⾼齢者クラブやシルバー⼈材センターなどの⾼齢者関係団体は、会員全体の福祉向上を
⽬指し、魅⼒的な活動を実施することにより、活動の活性化や会員の増加を図るなど、⾼齢
化の進⾏を踏まえた取組を強化することが求められます。 

ＮＰＯ法⼈やボランティア団体は、⽀援を必要としている⼈へのサービス提供など、地域
福祉の向上を⽬指し、それぞれの団体の特性や資源を⽣かしながら、積極的に地域と関わり、
連携することが望まれます。 
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４ 医療・介護関係者 
 

医師会・⻭科医師会・薬剤師会・理学療法⼠会・柔道整復師会などの医療関係者は、⽇頃
から診療や訪問診療等で関わることによって、市⺠が適切な⽀援を受けながら、安⼼して在
宅療養⽣活を送ることができるよう、予防の視点からの啓発や医療と介護の連携を充実さ
せていくことが期待されます。 

サービス事業者などは、⾼齢者が安定した⽣活を営み、安⼼してサービスを利⽤するため
に、地域に根差し、健全に発展していくことが不可⽋です。そのためには、必要な介護⼈材
を確保・育成し、サービスの質の向上を図りながら、引き続き良質なサービスを提供するこ
とが求められています。 

また、要介護認定者数が年々増加している現状を踏まえると、要介護認定者⼀⼈ひとりの
できることを増やして⾃⽴の促進や重度化の防⽌を図ることができるよう、先進事例も参
考にしながらサービス提供の⽅法を改善することが必要です。 

さらに、市⺠のサービスへの信頼を確⽴するというサービス提供主体としての役割を果
たし、事業者⾃らが地域社会の構成員であるという⾃覚のもとに、地域に貢献することも期
待されます。 

 

５ 行政 
 

市の役割は、市⺠の福祉の向上を⽬指して、市⺠ニーズなどの現状把握や施策・事業の進
⾏管理などを通して、第 8 期計画に位置付けられた施策・事業を総合的・⼀体的に推進する
ことです。 

⾼齢者福祉分野においてこれまで構築してきた地域包括ケアシステムを、障害者や⼦ど
もなどの分野にも広げるとともに、医療・介護関係者との連携の強化を図ったり、市内外の
企業と⼒を合わせたりすることによって、市⺠や関係団体による主体的な⽀え合いの活動
を⽀援し、互いに⽀え合いながら活躍できる「地域共⽣社会」の実現を⽬指します。 

そのため、市⺠に対しては、様々な状況に応じた多様なニーズを把握し、本⼈やその家族
などへの必要な情報、⽇常における⽣活⽀援サービスを提供するとともに、予防の視点も踏
まえた⾼齢者の地域活動の場を確保し、地域につながり続ける⽀援を⾏います。 

また、地域社会や地域活動団体に対しては、地域活動の拠点の整備や多世代間での交流を
促進するとともに、既存の介護予防事業をはじめとする取組や地域の団体活動を側⾯的に
⽀援することで地域における⽀え合いの仕組みづくりを促進していきます。 

さらに、医療ニーズがあり、介護の度合いが重くなった⾼齢者でも、地域の中で安⼼して
暮らしていくため、医療と介護が統合された「多職種によるチームケア」の提供を⽬指し、
医療・介護関係者に対しては、各専⾨分野の境界を越えた関係づくりを推進します。 
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第２章 計画の推進体制 

１ 計画の進行管理 
 

計画の推進に当たっては、年度ごとに取組状況を評価し、次年度の⽅向性を定めます。こ
れらの評価の結果は、公表していきます。 

また、計画を着実に進めていくために、各施策の計画・実⾏・評価・改善のＰＤＣＡサイ
クルにより管理していきます。計画の進捗状況や社会状況の変化等に合わせ、柔軟に対応し
ていきます。 

 
 
 
 
 
 

  

PLAN

DO

CHECK

ACT

各施策の計画・目標設定 

各施策の実行 

各施策の達成状況の把握・評価 

各施策の促進 

・継続 

・見直し 

（次へのレベルアップ） 
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２ 関係協議会・各種専門機関・団体との連携 
 

（１）地域包括支援センター運営協議会 

学識経験者、サービス利⽤者、被保険者、地域活動団体、サービス事業者の代表などで構
成される「⻄東京市地域包括⽀援センター運営協議会」を設置し、地域包括⽀援センターの
事業を中⽴・公正な⽴場から評価・検討します。運営の在り⽅や、地域における医療機関、
福祉施設その他関係機関とのネットワーク形成に対しての評価・指導・助⾔を⾏い、地域包
括⽀援センターのより円滑かつ適正な運営を図ります。 

 
（２）地域ケア会議 

地域ケア会議では、地域包括⽀援センター地区（８地区）における個別課題の解決を⽬指
し地域課題を検討するとともに、⾃⽴⽀援・介護予防・重度化防⽌を⽬指したケアマネジメ
ントへの⽀援を強化していきます。 

 
（３）地域包括ケアシステム推進協議会 

地域包括ケアシステム推進協議会は、医師会、⻭科医師会、薬剤師会をはじめとする各専
⾨職団体の代表者、市⺠、⾏政による横断的組織、地域包括ケアシステムについての課題の
把握、協議等を⾏います。これまで、地域包括ケアシステム推進協議会では６つの部会にお
いて市の様々な課題を検討し、具体的な⽅向性などを話し合ってきました。今後も地域包括
ケアの推進に向けた協議を進めるとともに、団体間の情報共有、周知等も⾏っていきます。 

 
（４）各種専門機関・団体 

権利擁穫センター「あんしん⻄東京」、社会福祉協議会、⺠⽣委員児童委員協議会や地域
包括⽀援センターなどの福祉・介護に関連する機関、医師会、⻭科医師会、薬剤師会、理学
療法⼠会、柔道整復師会などの医療関係団体との連携を進めます。 

また、地域住⺠（ささえあい協⼒員・訪問協⼒員）や団体（ささえあい協⼒団体）などに
よる地域での⽀え合いの仕組みである「ささえあいネットワーク」、市⺠や団体などが連携
して地域の課題の解決を⽬指す「ほっとするまちネットワーク」、地域住⺠が主体の「ふれ
あいのまちづくり事業」など、地域における様々なネットワークとの連携・協働を強化する
とともに、地域で暮らす⾼齢者を⾒守り、必要に応じて公的⽀援につなぐ仕組みの拡充を図
ります。 

さらに、保健・福祉・医療などに関する活動を展開するＮＰＯ法⼈やボランティア団体を
⽀援・育成していきます。  
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３ 介護保険の円滑な運営 
 

①保険者機能・庁内推進体制の充実 

介護保険制度を円滑に運営するために、保険者としてのマネジメント機能の強化、苦情な
どに対する相談機能の充実、公平公正な介護認定、給付の適正化、介護予防の効果の検証、
地域密着型サービスの指定、地域包括⽀援センターの運営⽀援など、保険者機能の充実を図
ります。 

健康福祉部⾼齢者⽀援課を中⼼に庁内各課と連携しながら、介護保険事業計画を推進し
ます。 

 
②介護保険運営協議会 

「⻄東京市介護保険運営協議会」は、学識経験者、社会福祉協議会、被保険者代表、医師
会、⻭科医師会、薬剤師会、介護保険関連施設職員などを構成員として審議を⾏います。介
護保険事業計画の実施から進⾏管理、評価、⾒直しの過程において、⾏政、関係機関や関係
団体、市⺠と協働しながら、介護保険のより円滑な運営に努めます。 

 
③介護認定審査会合議体の長の会議の充実 

保健・福祉・医療分野の専⾨家による介護認定審査会の合議体の代表 14 ⼈からなる「合
議体の⻑の会議」において、介護認定審査の質の向上、審査の効率化などについて、今後も
更にその取組の充実を図ります。 

 
④介護保険連絡協議会との連携 

介護保険サービス事業者間における情報共有、事業者相互の交流の促進を⽬的とする「⻄
東京市介護保険連絡協議会」と連携し、介護保険サービスなどの円滑な提供を図ります。 

 
 




